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短期入所療養介護利用約款（重要事項説明書） 
（令和８年７月１日現在） 

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設帝京大学老人保健センター（以下「当施設」という。）は、要介

護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の

趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように一定の期間、短期入所療養介護を提供し、一方、

利用者及び利用者を扶養する者（以下「扶養者」という。）は、当施設に対し、その

サービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とし

ます。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設短期入所療養介護利用同意書を当施設に提出

したときから効力を有します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を

得ることとします。 

 

（利用者からの解除） 

第３条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の

居宅介護サービス計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除・終了するこ

とができます。なお、この場合利用者及び扶養者は、速やかに当施設及び利用者   

の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 

 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所利

用を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

② 利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合には、その計画で定めら 

れた当該利用日数を満了した場合 

③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な短期入所療養介

護の提供を超えると判断された場合 

④ 利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を３か月分以上滞納し、その支

払を督促したにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 

⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難

となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用す

ることができない場合 

 

（利用料金） 

第５条 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく短期入所療養介護

の対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及

び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義

務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利

用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、毎月１０日以降に前月料金の合計額の請求書を発行し、利用者及び扶

養者は、連帯して当施設に対し当該合計額を支払うものとします。なお、お支払い

は口座振替でのお支払いをお願いしております。 

３ 当施設は、利用者又は扶養者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたとき

は、利用者及び扶養者に対して、領収書を発行します。 

４ 市民税等が引かれていない方の場合は、利用料（食費・居住費）の減額制度に該当

する場合があります。 

①  あくまでも、ご本人（ご家族）による自己申請となります。住所地の区役所で
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確認の上、該当する場合は申請を行なってください。 

承認されると、区役所より「介護保険限度額認定証」が交付されます。承認後

は、必ず遅滞なく、すみやかに、当施設までご提出ください。 

②  減額証を遅れて提出されましても、さかのぼって返金は致しかねます。十分に

注意され、自己の責任においてご確認されますよう、お願い致します。 

③  減額証は、毎年更新手続き（７月末期限）が必要となります。認定証の発行ま

でに時間がかかりますので、出来るだけ早く、すみやかに、更新の申請をされま

すよう、お願い致します。 

 

（記 録） 

第６条 当施設は、利用者の短期入所療養介護の提供に関する記録を作成し、その記録を利

用終了後２年間は保管します。（診療録については、５年間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、こ

れに応じます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、

利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

（身体拘束等の適正化） 

第７条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れ

がある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動

を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及

び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載

することとします。 

  ２ 緊急やむを得ない場合発生時の対応については、次の手順とすることとします。 

   ① 対象者の発生 （責任者・委員への報告をする） 

   ② 委員会（カンファレンス）の開催 （抑制の必要性、問題点の検討をする） 

   ③ 利用者及び扶養者への説明と同意 （カルテへの記載をする） 

   ④ 経過の記録 

   ⑤ 委員会（カンファレンス）の開催 （抑制の解除の可否の検討をする） 

   ⑥ 抑制の解除 （扶養者への報告をする） 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第８条 当施設とその職員は、個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養

者若しくはその家族等に関する個人情報の利用を、別紙（個人情報使用同意書）の

とおり定め、適切に取り扱いします。また正当な理由なく第三者に漏らしません。

但し、次の各号についての情報提供については、当施設は、利用者及び扶養者から、

予め同意を得た上で行うこととします。 

① 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保

険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療

養情報の提供 

② 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。な

お、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守し

ます。 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第９条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における短期入所療養介護での対応が困難な状

態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介しま

す。 

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、 

利用者及び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。 
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（要望又は苦情等の対応） 

第10条  当施設は要望又は苦情等については、以下の対応によります。 

    利用者及び扶養者からの、当施設の提供する短期入所療養介護に対しての要望又 

   は苦情等については、担当支援相談員を窓口とします。 

  ２ 利用者及び扶養者から要望又は苦情等が発生した場合には、苦情処理委員会にお 

    いて検討し、迅速かつ適切に対応することとします。 

  ３ 対応の結果については、速やかに利用者又は扶養者に報告をし、必要に応じて改 

    善措置を講じることとします。 

  ４ 要望又は苦情等については、下記の苦情相談窓口へ申し出ることができます。 

・川崎市健康福祉局 長寿社会部 高齢者事業推進課 （電話）044-200-2910 

・川崎市宮前区役所 高齢・障害課          （電話）044-856-3238 

・神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課   （電話）045-329-3447 

 

（事故発生時の対応） 

第11条  事故発生時には、誠意をもって対応します。 

  ２ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに扶養者 

   等に連絡すると共に、受診等必要な措置を講じることとします。 

  ３ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに事故対策   

委員長に報告をし、必要に応じて事故対策委員会を開催することとします。又、事   

故対策委員長は、事故の防止及び予防等に関して、職員に対する指導教育を行うこ   

ととします。 

  ４ 当施設は生活の場でもあり、予期せぬ転倒･転落事故等が発生する場合も考えられ 

   ます。万一事故等が発生した場合は万全の体制にて対応させて頂きますが、ご家    

族の方もご理解の上施設側と共に対処くださるようご協力下さい。 

５ 高齢者の方の特徴として次の事項をご確認下さい。 

①  歩行時の転倒、ベッドや車椅子からの転倒等による骨折・外傷、頭蓋内損傷の恐

れがあります。 

②  介護老人保健施設はリハビリ施設であること、原則的に拘束を行わないことから 

転倒・転落による事故の可能性があります。 

③  高齢者の方の骨はもろく、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。 

④  高齢者の方の血管はもろく、軽度の打撲であっても、皮下出血が出来やすい状態

にあります。 

⑤  加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲む力が低下します。誤嚥・誤飲・ 

窒息の危険性が高い状態にあります。 

⑥  高齢者であることにより、脳や心臓の疾患により、急変・急死される場合もあり

ます。 

 

（賠償責任） 

第12条 短期入所療養介護の提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損

害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶

養者は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（虐待防止の措置に関する事項） 

第13条  虐待の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じます。 

① 虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について

従業者に周知徹底を図ります。 

② 虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画

を定めます。 

④ 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を選任します。 

２  虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、

再発防止策を講じます。 
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（第三者評価実施状況） 

第14条  当施設は第三者評価機関による評価を実施しておりません。 

 

（連帯保証人 利用料、賠償等の保証に関する特約） 

第15条 利用者の扶養者（連帯保証人）は、利用者本人又はその法定代理人と連帯して利用

料及びその他の費用について、最大利用料の30日相当の極度額、30万円の範囲で

債務を保証するものとします。 

 

1. 利用者は連帯保証人を立てることが出来ない相当な理由がある場合を除き、行為能

力者かつ、弁済をする資力を有する連帯保証人を立てるものとします。 

2. 連帯保証人が負担する債務の元本は、以下のときに確定します。連帯保証人の財産

について金銭の支払いを目的とする債権の強制執行または担保権の実行が申し立

てられたとき、連帯保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき、利用者が死亡

したとき等。但し、当施設は、当該確定前であっても債務の支払いを求めること

ができます。 

3. 連帯保証人からの請求があった時には、当施設は、連帯保証人に対し遅延なく月払

い利用料の支払い状況や滞納金の額・損害賠償の額に関する情報を提供します。 

4. 当施設は、連帯保証人等が下記①～④に該当する場合、本契約に違反している場合、

その他相当の理由が認めるときは、契約者、利用者に対して新たな連帯保証人等

を定めることを求めることができます。なお、新たな連帯保証人が定まらない場

合、当施設は利用者と協議を継続するものとします。 

① 死亡等重大な支障が生じた場合 

② 成年後制度による後見人・保佐人・補助人の審判請求があった場合 

③ 任意後見契約に基づき、任意後見監督人の選任が請求された場合 

④ 破産申し立て、強制執行・仮差押え・仮処分・競売・民事再生法等の手続

開始の申立てを受けた場合 

5. 連帯保証人は、当施設が要請したときは、協議の上、身上監護に関する決定、利用

者の身柄引き受け、残置財産引き取り等を行うことに責任を負います。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第16条  この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところ

により、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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＜別紙１＞ 

                   帝京大学老人保健センターのご案内 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名   帝京大学老人保健センター（短期入所療養介護） 

   ・開設年月日 平成４年４月1日 

      ・所在地   神奈川県川崎市宮前区野川本町２－１３－６ 

   ・電話番号   ０４４－７７７－１７１１  FAX番号０４４－７９９－１５３１ 

      ・管理者名    渡邊 博 

      ・介護保険指定番号   介護老人保健施設  （１４５５５８０００６号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医

療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能

力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻る

ことができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く

継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提

供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご

理解いただいた上でご利用ください。 

   ［運営方針］ 

1. 利用者の方がその有する能力に応じ、自立した日常生活が営むことができるよう

自立を支援する。 

2. 利用者の方が日常生活動作を維持･向上させ、居宅における生活の復帰が可能と

なるようつとめる。 

3. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

める。 

4. 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との連携を重視する。 

5. 利用者の方の人権を考慮し、鍵のない生活を目指し開放的な施設運営を行う。 

 

（３）施設の職員体制 

 常 勤 非常勤 夜 間  

医  師    １名    ４名   

薬剤師            ３名   

看護師    ９名       ５名            １名    

介護職員   ２６名    １２名   ６名    （他通所リハ３名） 

支援相談員    ２名    

理学療法士    ３名 ３名   

作業療法士     

管理栄養士                 １名       

介護支援専門員          ２名      

事務職員その他         ６名  １名   

 

 

（４）入所定員等  ・定員 １５６名  [入所 １４０名 短期入所 １６名] 

  ・療養室  １人部屋 ４室、２人部屋 １２室、４人部屋 ３２室 

（５）通所定員 ２０名 

 

２．サービス内容 

①施設サービス計画の立案 

②短期入所療養介護計画の立案 

③通所リハビリテーション計画の立案 
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④食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

   朝食   ７：３０～ ８：３０ 

   昼食 １１：３０～１２：３０ 

   夕食 １８：００～１９：００ 

⑤ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所   

  利用者は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて 

清拭となる場合があります。） 

 ⑥ 医学的管理・看護 

 ⑦ 介護（退所時の支援も行います） 

 ⑧ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑨ 相談援助サービス 

⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

 ⑪ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 ⑫ 理美容サービス 

⑬ 基本時間外施設利用サービス(何らかの理由により、ご家族のお迎えが居宅介護 

サービス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない 

場合に適用） 

⑭ 行政手続代行 

⑮ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただ

くものもありますので、具体的にご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変し 

  た場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。（但し、状況により他の 

  医療機関を受診していただく場合もあります。） 

   ・協力医療機関 

      名 称   帝京大学医学部附属溝口病院 

      住 所   川崎市高津区二子５－１－１ 

    ・ 協力歯科医療機関 

     

１．名 称   帝京大学医学部附属溝口病院（歯科） 

      住 所   川崎市高津区二子５－１－１ 

    ２．名 称   遠藤歯科クリニック 

      住 所   川崎市高津区溝口１－２０－８ 

  

 ◇緊急時の連絡先 

    なお、緊急の場合には、別途「緊急時連絡先｣ にご記入いただいた電話番号に連絡さ

せて頂きます。                    

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

  ・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりい

ただきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は

利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、

その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただき

ます。 

・ 外出・外泊には、施設長の許可が必要となりますので、予めサービスステーション  

までお申し出下さい。 

・ 当施設入所中、他の病院・医療機関(歯科を除く)に受診される場合には制度上の制

約がありますので、事前に必ず看護師(又は事務員)にお尋ね連絡下さい。尚、外泊中

の受診についても同様です。 

・ 当施設に入所された方に対して、ジェネリック医薬品（効果は同じで名前の違う後

発の医薬品）を使用する場合がありますので、予めご了承ください。       

・ 面会時間は施設で設定した時間に限ります。適宜、通知等でお知らせ致します。   
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・ 現金・貴重品等については、一切お預かりいたしません。(紛失の際には、施設で

は責任を負いかねます。やむを得ない事情がある場合には、事務所にご相談下さい)          

・ 火気には充分お気付け下さい。 

  県の条例に従い、施設内では禁煙となっておりますので、ご協力をお願いします。 

  ・ 備品は原則として貸し出しはいたしません。 

  ・ 他人に迷惑をかけるような言動・行動はお慎み下さい。  

・ 施設側の都合で、お部屋を変更させて頂くことがありますので、予めご了承下さい 

・ ペットの持ち込みは禁止しています。 

・ 介護保険証・医療保険証・緊急連絡先等に変更が生じた場合には、速やかに事務所

までご連絡下さい。また、退所の際には必ず医療保険証を事務所にご提出下さい。 

・ 利用者に影響がある場合は、施設内では携帯電話は使用しないで下さい。 

・ その他、施設長の指示には従って下さい。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓等。 

  ・防災訓練  年3～４回実施しております。  

 

６．禁止事項 

   当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営 

利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．要望及び苦情等の相談 

     当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご 

相談下さい。（電話０４４－７７７－１７１１ ） 

  要望や苦情などは、担当支援相談員等にお寄せいただければ、速やかに対応いたしま 

 す。 

                                                  

８．その他  

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求下さい。 
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＜別紙２＞ 

短期入所療養介護について 
（令和８年７月１日現在） 

 

１．介護保険証の確認 

  ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．短期入所療養介護の概要 

    短期入所療養介護は、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介

護サービス計画に基つき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生

活の質の向上および利用者のご家庭の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供され

ます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議

によって、短期入所療養介護計画が作成されますが、その際、利用者・扶養者(ご家族)の

希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金 

   ※満６５歳以上の方のうち、一定以上の所得がある方は、介護保険負担額の２割、 

もしくは３割をご負担いただく場合があります。 

（１）基本料金 

①施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの自己負担分です。） 

 

≪地域加算率  ２級地１０．７２≫ 

 

（１）介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰの基本型） 

基本型個室 

                 １割負担      ２割負担      ３割負担 

・要介護１   ７５３単位    （８０８円）  （１，６１５円） （２，４２２円） 

  ・要介護２   ８０１単位     （８５９円）  （１，７１８円） （２，５７６円） 

  ・要介護３   ８６４単位     （９２７円）  （１，８５３円） （２，７７９円） 

  ・要介護４   ９１８単位    （９８４円）  （１，９６８円） （２，９５２円） 

  ・要介護５   ９７１単位 （１，０４１円）  （２，０８２円） （３，１２３円） 

 

（２）介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅲの基本型） 

多 床 室 

                 １割負担      ２割負担        ３割負担 

・要介護１   ８３０単位    （８９０円） （１，７８０円）  （２，６７０円） 

  ・要介護２   ８８０単位     （９４４円） （１，８８７円） （２，８３０円） 

  ・要介護３   ９４４単位 （１，０１２円）  （２，０２４円） （３，０３６円） 

  ・要介護４   ９９７単位 （１，０６９円）  （２，１３８円） （３，２０７円） 

  ・要介護５ １，０５２単位 （１，１２８円）  （２，２５６円） （３，３８４円） 

 

②加算（ご利用された方のみに加算） 

・入所時および退所時に送迎を行った場合には、それぞれ１８４単位／片道（１割 

 １９８円／２割３９５円／３割５９２円）が加算されます。 

                        １割負担    ２割負担     ３割負担 

・療養食加算          8単位 （9円/回） （17円/回）   （26円/回） 

  ・個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算   240単位（258円/日） （515円/日）  （772円/日） 

・夜勤職員配置加算      24単位 （26円/日） （52円/日）   （78円/日） 

  ・ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅰ)  22単位 （24円/日） （47円/日）   （71円/日） 

・総合医学管理加算      275単位（295円/日）  （590円/日）  （885円/日）  

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)  51単位 （55円/月）  （110円/月）  （164円/月） 

                            



- 9 - 

 

 １割負担   ２割負担     ３割負担 

・緊急時施設療養費 

 緊急時治療管理       518単位（556円/日） （1,111円/日） （1,666円/日） 

特定治療            老人医科点数表に定める点数に１０円を乗じ

て得た額を算定。 

・介護職員等処遇改善加算Ⅰ(ｲ) 利用単位総数に9.0％を乗じた額の１割、２割もしくは３割 

（２）その他の料金(利用者が選定する費用、日用品費、教養娯楽費等) 

    ①食 費 朝食５２４円、昼食８９５円、夕食８８１円、 

おやつ代１１５円/回 

     （但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載され

ている食費の負担限度額が、１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

②居住費（滞在費＝療養室の利用費） 

         ・１人室   １，２６０円／日 

         ・多床室     ４７２円／日 

     （但し、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載さ

れている居住費の負担限度額が、１日にお支払いいただく居住費の上限となり

ます。） 

      上記①食費及び②居住費において、国が定める負担限度額段階（第１段階から

第３段階まで）の利用者の自己負担額については、別紙資料（利用者負担限度

額表）をご覧ください。 

③ 特別な室料 ・１人室 １，９４４円／日 ・２人室 １，６７４円／日 

④ 日用品費   ２００円／日 

（ﾘﾝｽｲﾝｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾎﾞﾃﾞｨｰｿｰﾌﾟ・ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ・ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ 

・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ・ﾋﾞﾆｰﾙ袋・ﾏｽｸ・吸水ﾍﾟｰﾊﾟｰ・保湿ｸﾘｰﾑ・食事用ｴﾌﾟﾛﾝ） 

⑤教養娯楽費   １００円／日 

⑥理美容代   ２，０００円／回（カット） 

２，１００円／回（カット・リクライニング） 

２，３００円／回（カット・ベッドサイド、居室対応） 

           １，８００円／回（シャンプー＋ブロー） 

           ３，８００円／回（カット＋シャンプー＋ブロー） 

           ４，５００円／回（パーマ） 

           ４，５００円／回（カラーリング） 

           ６，３００円／回（カット＋パーマ） 

           ６，３００円／回（カット＋カラーリング） 

４００円／回（顔剃り・カットオプション） 

５００円／回（顔剃り・カット無し） 

  ⑦行事食     ２００円／回 

  ⑧行事おやつ   １００円／回 

  ⑨特別行事費   ２００円／回 

  ⑩乳製品      ８６円／回 

  ⑪文書料   ・証明書 １，１００円／通  ・診断書 ３，３００円／通 

  ⑫健康管理費 ６，０００円／回（肺炎球菌予防接種） 

  ⑬ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種料 ５，１２６円／回 

           （但し、川崎市内在住の方の自己負担額は、２，３００円／回） 

⑭新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種料 １５，７４１円／回 

（但し、川崎市内在住の方の自己負担額は７，０００円） 

⑮電気料            １１円／日 

    ⑯私物洗濯代       ６，４２０円／月 

  ⑰タオルレンタル料      ２１６円／日 又は ３７８円／日 
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（３）支払い方法 

・利用料は、口座振替でのお支払いをお願いしております。(月末で締めて、原則翌

月２７日に引き落としとなります。手続きは、１階事務所までお越し下さい。） 


